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○
平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
六
十
七
号
（
管
理
規
程
の
細
目
を
定
め
る

件
） 

 
 

改
正 

令
和
六
年
九
月
二
十
六
日
総
務
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務

省
令
第
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十

年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年

総
務
省
告
示
第
六
百
四
十
四
号
（
管
理
規
程
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
改
正

す
る
。 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
細
目
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
の
確
保
の
た

め
の
方
針
に
関
す

る
こ
と 

⑴ 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
の
基
本
方
針
の

策
定
及
び
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

不
正
ア
ク
セ
ス
等
へ
の
対
処
を
定
め
た
危
機
管
理

計
画
の
策
定
及
び
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

事
業
用
電
気
通

信
設
備
の
設
計
、

工
事
、
維
持
及
び

運
用
に
従
事
す
る

者
に
対
す
る
教
育

及
び
訓
練
等
の
実

施
に
関
す
る
こ
と 

⑴  

電
気
通
信
主
任
技
術
者
、
広
報
担
当
者
そ
の
他

の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持

及
び
運
用
に
従
事
す
る
者
（
事
業
用
電
気
通
信
設

備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
又
は
運
用
を
委
託
（
二

以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
先
の

従
事
者
を
含
む
。
以
下
「
従
業
者
等
」
と
い

う
。
）
の
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

従
業
者
等
の
設
備
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関

す
る
作
業
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。 

⑶ 

従
業
者
等
の
応
急
復
旧
措
置
に
係
る
訓
練
に
関
す

る
こ
と
。 

三 

事
業
用
電
気
通

信
設
備
の
設
計
、

工
事
、
維
持
及
び

運
用
に
関
す
る
こ

と 

⑴ 

設
備
の
設
定
に
お
け
る
デ
ー
タ
の
誤
設
定
及
び
誤

入
力
防
止
並
び
に
関
連
す
る
設
備
間
の
設
定
の
整
合

性
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

設
備
の
不
具
合
を
事
前
に
発
見
す
る
た
め
の
設
備

の
試
験
に
関
す
る
こ
と
。 

⑶ 

設
備
の
冗
長
構
成
の
確
保
、
予
備
設
備
へ
の
切
替

動
作
の
確
認
及
び
予
備
設
備
へ
の
切
替
不
能
時
に
お

け
る
対
応
に
関
す
る
こ
と
。 

⑷ 

工
事
の
手
順
書
の
適
切
な
作
成
及
び
遵
守
並
び
に

着
工
前
に
お
け
る
工
事
の
手
順
書
及
び
内
容
の
確
認

に
関
す
る
こ
と
。 

⑸ 

工
事
後
の
試
験
に
関
す
る
こ
と
。 

⑹ 

設
備
の
変
更
の
際
に
と
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
こ

と
。 

⑺ 

設
備
及
び
設
備
を
設
置
す
る
建
築
物
等
の
基
準
及

び
指
標
に
関
す
る
こ
と
。 
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⑻ 

将
来
の
利
用
動
向
を
考
慮
し
た
設
備
計
画
の
策
定

及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

⑼ 

設
備
の
導
入
後
に
お
け
る
設
備
の
不
具
合
発
見
の

た
め
に
行
う
監
視
の
項
目
及
び
方
法
に
関
す
る
こ

と
。 

⑽ 
事
故
の
防
止
を
目
的
と
し
た
設
備
の
監
視
デ
ー
タ

の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。 

⑾ 

経
年
劣
化
に
よ
る
自
然
故
障
等
を
考
慮
し
た
設
備

の
定
期
的
な
点
検
及
び
検
査
（
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活

用
に
よ
る
点
検
及
び
検
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ

と
（
予
備
設
備
へ
の
切
替
動
作
の
確
認
（
デ
ジ
タ
ル

技
術
の
活
用
に
よ
る
確
認
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ

と
を
含
む
。
）
。 

⑿ 

設
備
を
設
置
す
る
建
築
物
及
び
空
気
調
和
設
備
の

定
期
的
な
保
全
点
検
（
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ

る
点
検
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

⒀ 

維
持
及
び
運
用
の
委
託
に
関
す
る
こ
と
。 

⒁ 

通
信
の
秘
密
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
に
関
す

る
こ
と 

⑴  

情
報
の
分
類
及
び
重
要
情
報
の
管
理
に
関
す
る
こ

と
。 

⑵ 

情
報
漏
え
い
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

⑶ 

外
部
委
託
時
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す

る
こ
と
。 

⑷ 

サ
イ
バ
ー
攻
撃
へ
の
対
処
に
関
す
る
こ
と
。 

⑸ 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
最
新
の
技
術
情
報

等
を
踏
ま
え
た
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
見
直
し

に
関
す
る
こ
と
。 

⑹ 

定
期
的
な
監
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

⑺ 

監
査
結
果
を
踏
ま
え
た
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

全
体
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

⑻ 

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
リ
ス
ク
を
考
慮
し
た
対
策
に

関
す
る
こ
と
。 

五 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
信
頼
性
の
確
保

に
関
す
る
こ
と 

⑴ 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
増
加
等
を
踏
ま
え
た
、
組
織
内
の
関

係
部
門
及
び
委
託
先
と
の
連
携
を
含
め
た
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
の
信
頼
性
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

商
用
に
近
い
環
境
で
の
試
験
に
関
す
る
こ
と
。 

⑶ 

定
期
的
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
リ
ス
ク
分
析
及
び
更

新
に
関
す
る
こ
と
。 

⑷ 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
安
全
・
信
頼
性
の
基
準
及
び
指

標
に
関
す
る
こ
と
。 

六 
防
犯
対
策
に
関

す
る
こ
と 

⑴ 

防
犯
管
理
の
手
順
化
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

防
犯
装
置
の
定
期
的
な
保
全
点
検
に
関
す
る
こ
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と
。 

七 
事
業
用
電
気
通

信
設
備
の
う
ち
、

そ
の
損
壊
又
は
故

障
等
に
よ
る
利
用

者
の
利
益
に
及
ぼ

す
影
響
が
大
き
い

も
の
と
し
て
総
務

大
臣
が
別
に
告
示

す
る
も
の
の
リ
ス

ク
の
分
析
及
び
評

価
に
関
す
る
こ
と 

⑴ 

当
該
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
等
の
発
生
リ
ス
ク

（
予
備
設
備
へ
の
切
替
不
能
及
び
サ
イ
レ
ン
ト
故
障

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
の
調
査
及
び
分
析
に
関
す

る
こ
と
。 

⑵ 
調
査
及
び
分
析
さ
れ
た
発
生
リ
ス
ク
に
対
す
る
対

応
措
置
及
び
応
急
復
旧
措
置
の
整
備
に
関
す
る
こ

と
。 

⑶ 

整
備
さ
れ
た
対
応
措
置
及
び
応
急
復
旧
措
置
を
実

施
し
た
場
合
の
電
気
通
信
役
務
に
与
え
る
影
響
に
関

す
る
評
価
（
想
定
復
旧
時
間
を
含
む
。
）
に
関
す
る

こ
と
。 

八 

ふ
く
そ
う
、
事

故
、
災
害
そ
の
他

非
常
の
場
合
の
報

告
、
記
録
、
措
置

及
び
周
知
に
関
す

る
こ
と 

⑴ 

迅
速
な
原
因
分
析
の
た
め
の
機
器
等
の
製
造
・
販

売
等
を
行
う
者
等
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

速
や
か
な
故
障
の
検
知
及
び
故
障
設
備
の
特
定
に

関
す
る
こ
と
（
サ
イ
レ
ン
ト
故
障
へ
の
対
処
を
含

む
。
）
。 

⑶ 

障
害
の
極
小
化
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

⑷ 

故
障
設
備
に
応
じ
た
定
型
的
・
類
型
的
な
応
急
復

旧
措
置
（
一
次
措
置
）
の
速
や
か
な
実
施
に
関
す
る

こ
と
。 

⑸ 

一
次
措
置
が
機
能
し
な
い
場
合
に
と
る
べ
き
措
置

（
二
次
措
置
）
の
速
や
か
な
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

⑹ 

接
続
電
気
通
信
事
業
者
と
の
連
携
に
関
す
る
こ

と
。 

⑺ 

サ
ー
ビ
ス
復
旧
の
た
め
の
手
順
及
び
と
る
べ
き
措

置
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

利
用
者
の
利
益

の
保
護
の
観
点
か

ら
行
う
利
用
者
に

対
す
る
情
報
提
供

に
関
す
る
こ
と 

⑴ 

情
報
提
供
の
時
期
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

情
報
提
供
窓
口
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
け
る
情

報
掲
載
場
所
の
明
確
化
に
関
す
る
こ
と
。 

⑶ 

利
用
者
が
理
解
し
や
す
い
情
報
の
提
供
に
関
す
る

こ
と
。 

⑷ 

情
報
提
供
手
段
の
多
様
化
に
関
す
る
こ
と
。 

⑸ 

速
や
か
な
情
報
提
供
の
た
め
の
関
係
者
間
の
連
携

に
関
す
る
こ
と
。 

⑹ 

利
用
者
へ
の
周
知
・
広
報
に
関
す
る
国
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
等
を
踏
ま
え
た
取
組
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

事
故
の
再
発
防

止
の
た
め
の
対
策

に
関
す
る
こ
と 

⑴ 

事
故
発
生
時
の
記
録
等
に
基
づ
く
事
故
の
内
容
・

原
因
の
分
析
・
検
証
に
関
す
る
具
体
的
な
取
組
及
び

再
発
防
止
策
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。 

⑵ 

事
故
の
内
容
・
原
因
・
再
発
防
止
策
等
、
事
故
の

収
束
後
の
情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。 
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⑶ 

第
三
者
に
よ
る
事
故
の
検
証
に
関
す
る
こ
と
。 

⑷ 

事
故
の
報
告
に
関
す
る
制
度
の
活
用
に
よ
る
管
理

規
程
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

当
該
管
理
規

程
の
遵
守
状
況
に

つ
い
て
自
ら
行
う

点
検
及
び
評
価
に

関
す
る
こ
と 

経
営
の
責
任
者
に
よ
る
一
年
に
一
回
以
上
の
当
該
管

理
規
程
の
遵
守
状
況
（
七
の
項
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
分

析
及
び
評
価
に
お
け
る
対
応
措
置
及
び
応
急
復
旧
措
置

を
実
施
し
た
場
合
の
電
気
通
信
役
務
に
与
え
る
影
響
に

関
す
る
評
価
（
想
定
復
旧
時
間
を
含
む
。
）
の
実
施
状

況
を
含
む
。
）
に
係
る
点
検
及
び
評
価
（
事
業
用
電
気

通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
又
は
運
用
を
委
託
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
先
の
当
該
管
理
規
程

の
遵
守
状
況
に
係
る
点
検
及
び
評
価
を
含
む
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

十
二 

当
該
管
理
規

程
に
記
載
さ
れ
た

事
項
の
実
施
に
必

要
な
経
営
資
源
の

状
況
に
つ
い
て
自

ら
行
う
点
検
、
評

価
及
び
見
直
し
に

関
す
る
こ
と 

経
営
の
責
任
者
に
よ
る
一
年
に
一
回
以
上
の
当
該
管

理
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施
に
必
要
な
人
材
、

設
備
、
資
金
、
組
織
そ
の
他
の
経
営
資
源
が
十
分
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
並
び
に
経

営
資
源
の
配
分
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 


